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重要取組シート 

取組項目 大規模・複雑化する各種災害に即応するための警防体制の構築 

現状・課題 

社会構造の変化等に伴い、災害が大規模・複雑化・特殊化している中、住民の生命、身

体及び財産を守り、被害を軽減するためには、消防隊による指揮・安全管理体制の強化と南

海トラフ巨大地震等の大規模災害にも対応できる消防インフラの維持及び情報収集能力の

向上が求められている。 

○令和 4年度から各管内で発生した災害にいち早く出場し、指揮活動を強化するため、各消

防署に中隊長（現場最高指揮者）専属の指揮車運用を実施している。また、中隊長を

補佐する隊員の人員増強を図りつつ、教育体制を更に充実させることで、初動期の指揮・

安全管理体制を補完する必要がある。 

○令和 5 年度から安全管理隊の本運用を開始し、現場指揮本部運用訓練等を充実させる

ことにより、災害現場における安全管理能力の向上を図っている。また、安全管理隊のハー

ド面及びソフト面の課題を改善することで、更なる安全管理体制の充実強化を図る必要が

ある。 

○現場活動能力の強化に向けて、堺市総合防災センターを活用し、各種災害を想定した訓

練を実施することで、消防隊、救助隊の現場活動能力の強化に取り組む必要がある。 

○大規模災害時、本市が被災した場合を想定し、緊急消防援助隊等の応援隊の迅速な受

入れ及び関係機関と連携した災害対応等、受援体制を更に強化し、いかなる災害が発生

しても強く柔軟に対応できる警防体制を確立する必要がある。 

○隣接する市との消防指令業務及びはしご付消防自動車の連携・協力により、消防相互応

援協定に基づく円滑な応援体制を実現する必要がある。 

○消防行政統合システムの安定稼働、すべての住民からの確実な受報及び災害情報の収

集手段の多重化を行う必要がある。 

取 組 の 

内  容 

（1）指揮体制の強化 

指揮車運用が開始され、指揮車隊員が現場到着後から中隊長を補佐することによ

り、中隊長の負担軽減と活動危険及び確実な現場状況等、迅速に実態把握できる情

報収集体制が整った。今後は指揮能力の向上を図るため、現場指揮訓練の充実を図

る。 

（2）事故防止の徹底及び指揮・安全管理体制の強化 

安全かつ速やかに現場に到着し、消防救急活動を実施するため、消防車両等の事故

防止策として「事故防止宣言」を更に徹底させる。 

安全管理隊活動マニュアルを活用し、安全管理隊の知識及び能力向上と更なる安全

管理体制の強化を図る。また、安全管理に特化した専従隊等の基本計画を構想し、ハ

ード面及びソフト面を充実強化する。 

（3）現場活動能力の強化 

堺市総合防災センターを活用し、局（本部）主導による一貫した教育・訓練の実施

や各級指揮者の指揮・安全管理能力向上を図るための訓練を行う。また、大規模政令

市消防本部が行う中隊長（現場最高指揮者）を対象とする指揮受託研修等へ職員

を派遣する。 

消防局 警防部 
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高度救助隊員や各署救助隊員等に対して、救助に関する知識及び技術の向上を目

的に救助技能認定を実施する。 

（4）大規模災害時における受援体制の強化 

効率的な情報収集体制の構築と時期を失することのない緊急消防援助隊の応援要

請及び受入業務のため、通信設備等の増強と各種根拠の整備及び訓練を行うことで、

受援体制を強化する。 

（5）消防救急デジタル無線（260 系）の更新業務 

令和 6 年度から実施している実施設計業務を令和 7 年 6 月末まで引き続き履行

し、令和 9 年度までに機器を更新する。 

（6）消防行政統合システムの中間更新業務 

令和 6 年度に実施した実施設計業務に基づき、令和 7 年度から 9 年度の 3 か年で

中間更新やシステム改修を行う。 

（7）Net119 の推進 

｢Net119 緊急通報システム｣の利用が必要な方に登録いただくよう広報活動を強化

する。 

（8）映像を活用した情報収集体制の充実 

「DRIVE RECORDER119」や通報者からスマートフォンで現場映像等を送信できる

「映像通報 119 システム」、高所カメラや「公共安全モバイル」を活用して受信体制の強

化し、情報収集力の向上を図る。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～9 月） 

警防課 

□ 堺市総合防災センター等を活用した指揮・安全管理教育（4 月～） 

□ 各級指揮者の指揮・安全管理能力向上訓練（4 月～） 

□ 受援体制強化に係る検討、通信設備等の増強調整（～7 月） 

□ 大規模政令市消防本部が行う指揮受託研修への職員派遣（6 月、9 月） 

□ 消防救助技術近畿地区指導会（7 月） 

□ 救助技能認定（9 月） 

□ 交通事故防止Ｗeb 研修（～5 月） 

□ 車両更新及び大規模修繕（～3 月） 

通信指令課 

□ 消防救急デジタル無線（260 系）更新業務（6 月～） 

□ 消防行政統合システム中間更新業務（7 月～） 

□ Net119 緊急通報システムへの登録促進（4 月～） 

□ 高石消防署高師浜出張所の建替準備（4 月～） 

後期 

（～3 月） 

警防課 

□ 受援体制強化に係る根拠の整備・訓練（～3 月） 

□ 出初式（1 月） 

□ 大阪府下警防技術指導会（2 月） 

□ 交通事故防止実技研修（12 月、2 月） 

□ 交通事故の危険情報の共有（3 月） 

□ 堺市・泉大津市はしご車共同運用に伴う各種訓練（～10 月） 
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次年度 

以降 

□ 北消防署の移転建替準備 

□ 西消防署臨海分署の建替準備 

□ 消防行政統合システムの中間更新 

□ 消防救急デジタル無線（260 系）の更新業務 

□ 第 54 回消防救助技術近畿地区指導会（令和 8 年度開催） 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～9 月） 

警防課 

□ 堺市総合防災センター等を活用した指揮・安全管理教育（4 月～） 

□ 各級指揮者の指揮・安全管理能力向上訓練（4 月～） 

□ 受援体制強化に係る検討、通信設備等の増強調整（９月） 

□ 大規模政令市消防本部が行う指揮受託研修への職員派遣（6 月、9 月） 

□ 消防救助技術近畿地区指導会（7 月） 

□ 救助技能認定（9 月） 

□ 交通事故防止Ｗeb 研修（～5 月） 

□ 車両更新及び大規模修繕（～3 月） 

通信指令課 

□ 消防救急デジタル無線（260 系）更新業務（6 月～） 

□ 消防行政統合システム中間更新業務（６月～） 

□ Net119 緊急通報システムへの登録促進（4 月～） 

□ 高石消防署高師浜出張所の建替準備（4 月～） 

後期 

（～3 月） 

警防課 

□ 受援体制強化に係る根拠の整備・訓練（～3 月） 

□ 出初式（1 月） 

□ 大阪府下警防技術指導会（2 月） 

□ 交通事故防止実技研修（12 月、2 月） 

□ 交通事故の危険情報の共有（3 月） 

□ 堺市・泉大津市はしご車共同運用に伴う各種訓練（～10 月） 
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